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剰余金の処分および剰余金の配当に関するお知らせ 

 

当社は、本日の取締役会において、2021年６月29日に開催予定の第19期定時株主総会に、剰余金の処分およ

び剰余金の配当について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．剰余金の処分の目的と普通株式、Ａ種種類株式およびＢ種種類株式に対する配当について 

当社は、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う需要消失により、2021年３月期において4,331,188,767円の

繰越利益剰余金の欠損を計上することとなりました。当社はこのような状況を踏まえ、中期経営戦略の達成に

よる利益の創出に基づく、将来における剰余金の配当などの株主還元策の実現を可能にするとともに、今後の

資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、会社法第452条に基づき、当該欠損を填補するこ

とといたしました。 

また、2021年３月期の期末配当につきましては、当期の業績および今後の事業展開等を勘案し、普通株式に

ついては無配とさせていただきたく存じます。しかし、2021年３月２日の臨時株主総会において発行を決議い

たしましたＡ種種類株式およびＢ種種類株式につきましては、無配とした場合、当社定款第11条の４第４項お

よび第11条の13第１項に基づき、実際に配当金が支払われる日（同日を含む。）まで累積未払配当金として累

積し、普通株式を保有する株主に対する剰余金の配当に優先して支払われることになります。このため、普通

株式を保有する当社株主に対する将来における剰余金の配当を実現するために、Ａ種種類株式およびＢ種種類

株式については当社定款に定める所定の計算に基づく金額の配当を実施したいと考えており、この配当の原資

はその他資本剰余金といたします。 

 

２．剰余金の処分の内容 

下記のとおり、会社法第452条に基づき、その他資本剰余金のうち4,331,188,767円を繰越利益剰余金に振り替

えることで、繰越利益剰余金の欠損填補に充当いたします。これにより、繰越利益剰余金の額は０円となりま

す。 

(1) 減少する剰余金の項目およびその額 

その他資本剰余金4,331,188,767円 

(2) 増加する剰余金の項目およびその額 

繰越利益剰余金4,331,188,767円 

  



 

３．剰余金の配当の内容 

 

（１）普通株式 

 決定額 
直近の配当予想 

（2020年４月30日公表） 

前期実績 

（2020年３月期） 

基準日 2021年３月31日 同左 2020年３月31日 

１株当たり配当金 0円00銭 0円00銭 0円00銭 

配当金総額 ― ― ― 

効力発生日 ― ― ― 

配当原資 ― ― ― 

 

（２）Ａ種種類株式 

 決定額 
前期実績 

（2020年３月期） 

基準日 2021年３月31日 ― 

１株当たり配当金 3,150円70銭 ― 

配当金総額 17,328,850円 ― 

効力発生日 2021年６月30日 ― 

配当原資 資本剰余金 ― 

（注）純資産減少割合 0.003 

 

（３）Ｂ種種類株式 

 決定額 
前期実績 

（2020年３月期） 

基準日 2021年３月31日 ― 

１株当たり配当金 630円10銭 ― 

配当金総額 1,575,250円 ― 

効力発生日 2021年６月30日 ― 

配当原資 資本剰余金 ― 

（注）純資産減少割合 0.001 

 

以上 


